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2022 年 6 月 30 日 規則 第 38 号 
船体監視システム規則の一部を改正する規則 
 
「船体監視システム規則」の一部を次のように改正する。 

 
1 章 総則 

1.2 を次のように改める。 
 

1.2 適用 

本規則は，登録規則 2 章の船級登録を受ける船舶又は受けた船舶に設備する船体監視シ

ステムであって，2022 年 7 月 1 日より前までに登録規則 3 章に基づき符号を付して登録

を受けるたものに適用する。 

 
 
 
 
 

附  則 
 

1. この規則は，2022 年 7 月 1 日から施行する。 

 


